
平成
令和

第１希望： 第８希望：

第２希望： 第９希望：

第３希望： 第10希望：

第４希望： 第11希望：

第５希望： 第12希望：

第６希望： 第13希望：

第７希望： 第14希望：

　□　育児休業の延長が許容できない

　 （利用調整にあたっての減点対応は不要）

育児休業の延長
に関する事項

（希望順位が低い園となっても、兄弟姉妹が同じ園での入所を優先する）

兄弟姉妹の利用が同時期に可能となった場合は、

⇒

　 の提出が再度必要です

　□　希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる
　 （↓ ↓　チェックした場合、以下の内容に同意したものとみなします　↓ ↓）

①利用調整にあたっての調整点数を減点します

　 ※ 減点対応が不要の場合は絶対にチェックしないでください

③この意向内容を変更する場合は、「保育所等入所申込希望順位等変更申請書」

②この確認事項は「減点」の有無の確認であり、保育所等への入所が決定しない

　 ことを確約するものではありません

□希望順位での園を優先する

（兄弟姉妹が別々の園となっても、希望順位が高い園での入所を優先する）

□兄弟姉妹が同じ園を優先する

保護者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（あて先）城陽市福祉事務所長

令和　　　　年　　　　　月　　　　　日

保護者氏名　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　     　

令和　　　年度保育所等入所申込希望順位等変更申請書

年　　月　　日生

（連絡先ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

兄弟姉妹で同時申込さ
れる方で、同一施設を

利用できない場合
（該当する項目に☑）

※同時申込には、兄弟
姉妹の転園による申込

も含みます。

申込児童名 申込児童生年月日

上記児童の保育所等への入所希望について、次のとおり変更します。

　□　兄弟姉妹が同時期に同じ保育施設を利用できるまで待機する

　□　同時期に利用が可能であれば兄弟姉妹が別々の保育施設でも利用する

　□　兄弟姉妹の内、１人だけでも保育施設を利用する

入所を希望する
保育施設名

□希望順位での園を優先する

（希望順位が低い園となっても、兄弟姉妹が同じ園での入所を優先する）

⇒
（兄弟姉妹が別々の園となっても、希望順位が高い園での入所を優先する）

□兄弟姉妹が同じ園を優先する


